
1　事業の概要

①　成果目標（H25)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

予

算

額

前年度繰越

1,995 1,575 1,575 1,620

0 0 0 0

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

　機能の低下した保安林を特定保安林に指定していくにあたり、その対象となる森林を選定するため、調査を実施していく。

目標に対

する成果

の状況

特定保安林の指定に必要な調査対象面積について、調査を実施し、目標面積を達成した。。

 概算事業費（B（A）+C） 1,546 1,477 2,370 2,446

0 826

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 23年度 24年度

Aの

財源

1,575 1,575

概　算

人件費

0.10 0.10

0

1,546 1,477 1,544

826

1,575 1,575 1,620

合計（A) 1,995 1,620

62305

25年度25年度25年度25年度 26年度

当初予算 1,995

補正予算

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H25事業実績

H25 H26

（当初） （決算） （当初）

特定保安林の指定に必要な調査 委託料

・保安林の機能発揮の現状、樹幹疎密度、樹種その他

の生育状況、自然状況等の調査（諏訪地区7,779ha）

1,575 1,544 1,620

県が関与

する理由

目指す姿

現状

県でなければ実施不可（法令等義務）

県民との協働による実施： 困難

【左記の説明、根拠法令等】

森林法第39条の３

課・室 森林づくり推進課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail shinrin@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

１－４　森林を活かす力強い林業・木材産業づくり

1,620

○平成16年度の森林法一部改正により特定保安林制度が設けられ、機能の低下した保安林を特定保安林に指定し、その機能を回復さ

せるために森林所有者に森林施業を促すとともに、必要に応じて治山事業を導入し保安林の機能回復を図ることとされた。当事業は、特

定保安林に必要な調査を実施することを目的としている。

○農林水産大臣の権限に属する民有保安林の特定保安林に関する事務は、農林水産大臣が県知事に委託して実施している。

成果目標の達成状況

項目

諏訪地区の特定保安林の

指定に必要な調査(ha)

指定・解除調査(ha)

指定施業要件の変

更(ha)

事業番号 10 04 06 事業改善シート （25年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 保安林整備受託事業費　特定保安林選定調査事業保安林整備受託事業費　特定保安林選定調査事業保安林整備受託事業費　特定保安林選定調査事業保安林整備受託事業費　特定保安林選定調査事業
担

当

課

部局 林務部

3多様な森林の整備促進 実施期間 H16 ～

2,184 1,998

7779 7779 達成

1,482

○特定保安林の指定に必要な調査の実施（諏訪地区7,779ha）

Ｈ25
H26

目標

H24末

（実績）
目標 成果 達成状況

1,298

合計 1,575 1,544


